
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム、
　尾栓、
　内腔を有するバレル、
　該バレルに取り付けられ、ガス開口によって該バレルの前記内腔に接続された内部室を
形成するシリンダー、
　前記内部室に少なくとも部分的に収容され、 発射の際に前記内腔からはいって
くるガスによって作動させることのできるピストン、
から成る自己作動小火器において、
　前記ピストンが、前記シリンダーとフレームに対して浮動するようになっており、前記
シリンダーの外部にあって発射の際に前記小火器の撃鉄を再び起すために衝撃作用によっ
て前記尾栓に作用するのに適
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小火器の

している再撃鉄起し要素、すなわち平坦要素と突起、と一体
となっており、

前記シリンダー内での前記ピストンの滑りを良くする為に、前記シリンダーの内側表面
と前記ピストンとの間にシール手段が備えられており、前記シール手段が外部シールリン
グと内部シールリングを有し、前記シール手段の製造を簡単にし、小火器の各々の部品の
自動的に軸芯が合う（ self-centering）組立部を提供する為に、前記外部シールリングは
シリンダー表面に対してシールを与える一方、ピストンに対しては遊びを有し、前記内部
シールリングはピストンの外側表面に対してシールを与える一方、シリンダーに対しては



、
　ことを特徴とする自己作動小火器。
【請求項２】
　前記フレームに対して浮動し、 と前記尾栓との間に配置されている
浮動手段を有し、

ことを特徴とする請求項１に記載の自
己作動小火器。
【請求項３】
　前記フレームにしっかりと連結され、前記室内で前記シリンダーの全長に沿って

ポストを有し、前記ピストンが該ポスト上 、前記ポストと
前記シリンダーの内部表面との間 シール 、前記室が前記シリンダーの内部表
面と前記ポストの外部表面とによって形成されることを特徴とする請求項 に記載の自己
作動小火器。
【請求項４】
　 前記ポスト内に形成され、前部において外に向かって開口して 、該軸
方向通路が、発射によって発生して前記室に供給される余剰ガスを排気するために、前記
室に交互に接続されることを特徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項５】
　 、前記ポストが前期室と同軸であって、
前記ピストンと反対側 に円筒形ブロックを有し、該円筒形ブロックが前記シリンダー
の前端から少なくとも部分的に突き出ており、前記ポストの前記軸方向通路が、前記ブロ
ックの前部に開口しており、また 端において、前記ポストの大きくなった基底部に作ら
れている半径方向通路 ことを特徴とする
請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項６】
　前記ピストンが 第一の内径部分を有して、前記ポスト

、また前記ピストンが前記第一
の内径よりも大きな第二の内径部分を有して、ストローク限界位置において、

半径方向通路が前記シリンダーの内部室に ことを特
徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項７】
　 、 前記シリンダーの外
部 平坦要素を有し、該 要素が

ことを特徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項８】
　前記小火器の前記フレームを 前部で プレートを有し、該プレートが、

前記ピンが突き出る開口を 、前記ポストの基底部 中央開口を
、

、前記プレートがフレームへの取り外し自在の固定の
為の 手段を有することを特徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項９】
　ヒンジ装置によって前記フレームに 旋回マガジンを有し、前記プレートが前記
マガジンの前記ヒンジ装置を保持するのに適していることを特徴とする請求項 に記載の
自己作動小火器。
【請求項１０】
　前記ポストが、前記ピストンと反対側の端に円筒形ブロックを有し、該円筒形ブロック
が、少なくとも部分的に、前記シリンダーの前端から突き出て、前部シリンダーまたはキ
ャップ内に延び出していることを特徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項１１】
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遊びを有する

前記再撃鉄起し要素
前記浮動手段が二つのピンを有し、前記ピンが前記フレームに設けられ

ているそれぞれのガイドに滑ることができるように挿入されているステムを有し、該ステ
ムの自由端が尾栓の表面と接触するのに適している

伸びて
いる に滑るように取り付けられ

に が備えられ
２

軸方向通路が おり

３

前記ポストが後端に大きくなった基底部を有し
の端

後
に前記ポストの前記軸方向通路が設けられている

４

標準の大きさの の大きくなった基
底部に対して滑ることができるように気密に組み合わされ

前記ポスト
の大きくなった基底部内の 通じている

５

前記浮動手段が二つのピンにより形成され 前記再撃鉄起し要素が
に配置された 平坦 前記ピンに作用を及ぼすのに適した二つの

突起を含んでいる ３

その 閉じている そ
こから 形成し に交又する 含み

前記開口が該プレートの取り外しを可能にし、該プレートは持ち上げられ、前記ピン及
びポストからすべらせて取り外され

相互係合 ７

連結する
８

３



　軸方向通路が、前記ポスト内を軸方向に延びていて、前記円筒形ブロックの前部に開口
しており、 、該軸方向通路 前記室 接続する半径方向通路

ことを特徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項１２】
　前記ポストが 前部通路を有し、該通路が前記室を安全弁
を通じて外部に接続していることを特徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項１３】
　前記安全弁が円錐形ピンと ばねとを有し、これら二つが、実質的に前記前部シ
リンダー の内部にある排気室内に配置されていることを特徴とする請求項

に記載の自己作動小火器。
【請求項１４】
　前記排気室が、前記前部シリンダー にねじ込まれた締結キャップ内部ま
で広がっており、このねじ込みにおいて、実質的に前記排気室の前部内に配置された反発
ばねが介在し、また、前記排気室が前記締結キャップに作られた半径方向排気口を通じて
外部に開口していることを特徴とする請求項 に記載の自己作動小火器。
【請求項１５】
　 前部穴 前記ポストを案内するのに適したプレートを有し、

ことを特徴とする請求項 に記載の自
己作動小火器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自己作動小火器、特にガス作動の自動または半自動小火器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ガス作動の自動または半自動小火器においては、点火によって発生するガスの一部が、内
腔または口から膨張室内に送り込まれることによりピストンを動かし、ピストンが装填・
発射機構に作用する。
【０００３】
尾栓がピストンのステムによって後方に押されると、尾栓本体はヘッドから離れる向きに
移動して後ろ向きのストロークを行い、反跳ばねを圧縮して、ケースが取り出されて放出
され、撃針が起される。
【０００４】
動作の信頼性と正確さ、構造の簡単さ、および汎用性に対する持続的探究の一部として、
多くのガス作動システムが提案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、先行技術の小火器に比して改良された、ガス作動タイプの自己作動小火
器を提供することである。
【０００６】
本発明の目的は、構造的に簡単で非常に信頼性の高いガス作動の自己作動小火器を提供す
ることである。
【０００７】
本発明の重要な目的は、ガス作動小火器であって、該小火器の通常の保守を行う際に簡単
に分解できるガス作動の自己作動小火器を提供することである。
【０００８】
本発明のもう一つの目的は、ガス捕集装置が、ガス中に存在する残留物によって簡単に詰
まることのないガス作動の自己作動小火器を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
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前記軸方向通路が反対側で と を に
設けられている １０

前記半径方向通路に接続された
１１

バイアス
またはキャップ

１２

またはキャップ

１３

前記フレームの を通して 前記
プレートを取り付ける為に止め輪が備えられている ３



前記目的およびその他の目的は、以下の説明により当業者にはさらにはっきりすると思わ
れるが、これらの目的は、特許請求の範囲で定義する自己作動小火器によって実現される
。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明のさらなる特徴と利点は、添付の図面に示す好ましい実施形態に関する以下の説明
によりさらにはっきりするであろう。この実施形態は、非限定的な例として示すものであ
り、本発明を限定するものではない。
【００１１】
図１～６には、本発明による自動または半自動小火器の実施形態の例として、ライフル銃
を示す。このライフル銃の全体を、参照番号１で示す。このライフル銃は、バレル３を有
し、バレル３は、発射室に接続された内腔５を有する。該発射室は、カートリッジ７を収
容しており、尾栓９によって閉じることができる。そのやり方は公知である。
【００１２】
尾栓は運動システムによって作動させられる。該システムはガス開口１５からはいって来
る発射ガスからエネルギーを受けとる。ガス開口１５は、バレル３に備えられ、バレルの
内腔５をシリンダー１３の内室１１に接続している。シリンダー１３はバレル３に取りつ
けてあり、前記ガスのための通路１７を備えている。
【００１３】
シリンダー１３は、ピストン１９を有し、該ピストンはポスト２１上をすべることができ
る。ポスト２１は、室１１と同軸になっており、ピストン１９と反対の端に円筒形ブロッ
ク２３を有している。円筒形ブロック２３はシリンダー１３の前端２５から少なくとも部
分的に突き出ている。
【００１４】
ポスト２１には軸方向通路２７が通っており、該通路は、ブロック２３の前部で開口して
おり、またポスト２１の大きくなった基底部５５にある半径方向通路５３で終っている。
【００１５】
ピストン１９は第一の内径部分５７を有していて、ポスト２１の大きな基底部５５に対し
て気密にすべることができ、またピストン１９は第一の内径よりも大きな第二の内径部分
５９を有していて、図６に示すストローク限界位置において、半径方向通路５３がシリン
ダー１３の内室１１に開口するようになっている。
【００１６】
平坦要素２９がシリンダー１３の外部でピストン１９にしっかりと固定されており、該要
素は二つの突起３１を有し、これらの突起は、尾栓９の運動作用システムに運動に関して
結合されているそれぞれのピン３３に作用を及ぼすのに適する。
【００１７】
ピン３３は、それぞれ、前部で小火器のフレーム３９を閉じるプレート３７に作られた横
方向開口３５から突き出ている。
【００１８】
プレート３７は、ポスト２１の基底部４３が通過する中央開口４１を有し、基底部４３は
フレーム３９にねじ込むことができる。
【００１９】
開口３５と４１はプレート３７の取りはずしを可能にし、該プレートを持ち上げて、ピン
３３およびポスト２１から取りはずすことができる。
【００２０】
　プレート３７は、また、フレーム３９に固定するための 手段を備えている。
【００２１】
プレート３７は、さらに、フレーム３９に取りつけられたマガジン４７のヒンジ装置４５
を固定するのに適している。
【００２２】
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ピン３３のそれぞれは、ステム４９を有し、該ステムはフレーム３９の内部にあり、該フ
レーム内に作られているそれぞれのガイド５１内をすべることができる。ステム４９の端
は、尾栓９の表面と接触するのに適するようになっている。
【００２３】
本発明による小火器の動作は下記のようである。
【００２４】
最初、発射の前には、ピストン１９は、図５に示す非活動位置にある。この位置において
、半径方向通路５３は、ピストン１９の第一の内径部分５７によって閉じられている。
【００２５】
点火すると、点火によって発生するガスの一部は、ガス吸入口１５と通路１７を通って、
シリンダー１３の室１１内に流入し、ピストン１９を押す。すると、ピストン１９は、平
坦要素２９と突起３１によって、ピン３３に作用し、該ピンが尾栓９に作用して、尾栓を
図６に示すように後退させる。
【００２６】
ピストンが、プレート３７に対する平坦部材２９の接触によって決定されるストロークの
端に達すると、半径方向通路５３はピストン１９の第二の内径部分５９に配置され、第二
の内径部分５９は第一の内径部分５７よりも大きいので、通路５３はシリンダー１３の室
１１をポスト２１の軸方向通路２７に接続し、したがってガスを外に排出する。
【００２７】
そうすると、尾栓の運動システムが、再撃鉄起しばねの作用により、尾栓を閉鎖位置に押
し、またピストン１９をピン３３により非活動位置に押して、次の発射に備える。
【００２８】
余剰ガスを軸方向通路２７から排出する前記システムは、非常に有利なものであり、ガス
捕集装置の要素部品を清浄に保ち、清掃と保守のための介入の回数がかなり少なくなる。
【００２９】
本発明による小火器のもう一つの重要な特徴は、ガス捕集装置のスリーブまたはシリンダ
ー１３がバレルにしっかりと固定してあり、ポスト２１から内張りをすべらせることによ
ってバレルを分解することができ、バレル２１はフレーム３９に取りつけられたままにす
ることができる。
【００３０】
このやり方の場合、バレルは通常の清掃と保守のために迅速かつ容易に分解することがで
き、また照準具の設定をそのままにしておくことができる。
【００３１】
製造の面から考えると、本発明のもう一つの利点は、本発明の小火器は、製造時に、ガス
捕集装置の他のすべての要素部品は変えることなく、ポスト２１を交換するだけで、小火
器の口径にガス捕集室１１を適合させることができるということである。実際、室１１の
容積を、ポスト２１の直径を変えるだけで調節することができる。
【００３２】
本発明の一つの側面によるもう一つの興味ある特徴は、プレート３７であり、これはいく
つかの働きを有する。まず第一に、このプレートは、ピストンが通常アルミニウム合金製
で損傷を受けやすいフレーム３９に直接ぶつかるのを防ぐ。本発明の第一の側面によれば
、プレート３７の第二の機能は、この小火器が本発明の実施形態の図に示す種類の旋回マ
ガジンを有するとき、該マガジンを保持することである。プレート３７は、また、ピン３
３を保持し、バレルが取りはずされたとき、これらのピンの紛失を防ぐ。実際、バレルが
取りはずされると、ピストン１９はポスト２１からすべってはずれうる。
【００３３】
本発明の第一の側面によれば、このプレートは、すべり運動により、容易に取りはずしお
よび再取りつけすることができる。このプレートは、フレーム３９とかみ合い、またピン
３３およびポスト２１の大径の部分２３と５５が通過できるように適度に大きくされた開
口３５と４１を有するからである。
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【００３４】
このプレートが取りはずされると、ピン３３はフレーム３９内のそれぞれの受け座から取
りはずすことができ、またポスト２１はねじをゆるめて、フレームから取りはずすことが
できる。
【００３５】
図７～１０には、本発明のもう一つの実施形態であるライフル銃を示す。このライフル銃
の全体を参照番号１０１で示す。このライフル銃は、バレル１０３を有し、該バレルは発
射室に接続した内腔１０５を有する。発射室はカートリッジ１０７を収容しており、尾栓
１０９によって閉じることができる。そのやり方は公知である。
【００３６】
尾栓１０９は運動システムによって作動させられる。該システムはガス開口１１５からは
いって来る発射ガスからエネルギーを受けとる。ガス開口１１５は、バレル１０３に備え
られ、バレルの内腔１０５をシリンダー１１３の内室１１１に接続している。シリンダー
１１３はバレル１０３に取りつけられ、前記ガスのための通路１１７を備えている。
【００３７】
シリンダー１１３は、ピストン１１９を有し、該ピストンはポスト１２１上をすべること
ができる。ポスト１２１は、室１１１と同軸になっており、ピストン１１９と反対の端に
円筒形ブロック１２３を有している。円筒形ブロック１２３はシリンダー１１３の前端か
ら少なくとも部分的に突き出ており、前部シリンダーまたはキャップ１２５内に延びてい
る。
【００３８】
ポスト１２１には軸方向通路１２７が通っており、該通路は、円筒形ブロック１２３の前
部に開口しており、また反対側では、軸方向通路１２７を室１１１と接続する半径方向通
路１５３内に終っている。
【００３９】
ポスト１２１は前部通路１５９をも有し、該通路は、半径方向通路１５３に接続され、ま
た室１１１と外部とを安全弁を通じて接続している。該安全弁は、円錐形ピン１６０と偏
倚ばね１６１とから成り、これらは両方とも、排気室１６２内に配置されている。該排気
室は実質的に前部シリンダー１２５内にある。
【００４０】
排気室１６２は締結キャップ１６７の内部までひろがっている。締結キャップ１６７は、
前部シリンダー１２５にねじ込まれている。このねじ込みにおいて、反発ばね１６６が介
在し、該ばねは実質的に排気室１６２の前部の内部に配置されている。
【００４１】
排気室１６２は、締結キャップ１６７に作られている半径方向排気口１６４を通じて外に
向かって開口している。
【００４２】
シール手段がピストン１１９とシリンダー１１３の内表面との間に備えられ、シリンダー
内部でのピストン１１９のすべりが良くなるようにしてある。
【００４３】
前記シール手段は外部シールリング１７１と内部シールリング１７２とから成る。
【００４４】
この場合、“外部”シールリング１７１という言葉は、シリンダー表面に対してシールを
与えるが、ピストンに対しては遊びを有するリングであるということを意味する。“内部
”シールリング１７２という言葉は、ピストン表面に対してシールを与えるが、シリンダ
ーに対しては遊びを有するリングであるということを意味する。
【００４５】
このようにすることにより、許容差が非常に大きくできるため、シール手段の製造が簡単
化され、またこのシール手段は部品の組み立てに際して自分ではまり込むことになる。
【００４６】
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ピストン１１９は、前記第一の実施形態と同様のやり方で、この小火器の尾栓１０９に作
用するのに適した一対の突起１３１を有する。
【００４７】
図７～１０に示す小火器の動作は前記第一の実施形態のそれと実質的に同じである。
【００４８】
この第二の実施形態が前記第一の実施形態と異なる特徴的な点は、この第二の実施形態に
おいても参照番号１３７で示すプレートが、第一の実施形態のプレート３７と大体同じ位
置に備えられているが、プレート１３７は、第一の実施形態のようには、分解のための開
口を備えておらず、またマガジンのヒンジ装置１４５を保持する機能を有しないというこ
とである。
【００４９】
しかし、プレート１３７は前部穴においてポストを案内する機能を有し、また止め輪１７
７によって取りつけられる。
【００５０】
【発明の効果】
実施により、本発明が所期の目標と目的を達成し、非常に有効かつ構造の簡単な、自動お
よび半自動小火器のためのガス捕集装置が与えられる、ということが明らかになった。
【００５１】
本発明による装置には、特許請求の範囲内で、多くの変更および変形を加えることができ
、すべての細部は技術的に同等の要素で置き換えることができる。
【００５２】
使用材料および寸法は、当然のことながら、要件と時々の技術水準に応じて任意の適当な
ものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるガス作動の自己作動小火器の部分断面斜視図である。
【図２】図１に示す小火器の、軸線を含む面に沿う部分断面側面図である。
【図３】前記図に示す小火器の、図２の線 III－ IIIに沿う部分断面図である。
【図４】前記図に示す小火器の、図２の横断線 IV－ IVに沿う部分断面正面図である。
【図５】発射準備のできた配置にある装置の、図２と同様であるが拡大された部分図であ
る。
【図６】発射直後の装置の、図２と同様であるが拡大された部分図である。
【図７】本発明のもう一つの側面による、ガス作動の自己作動小火器の、軸線を含む断面
部分側面図である。
【図８】図７の小火器の、軸線を含む断面平面図である。
【図９】図７および８の小火器のシリンダーの詳細を示す、軸線を含む断面拡大側面図で
ある。
【図１０】図７～９の小火器の前部の軸線を含む断面側面図である。
【符号の説明】
１　ライフル銃　　　　　　　  １０１　ライフル銃
３　バレル　　　　　　　　　  １０３　バレル
５　内腔　　　　　　　　　　  １０５　内腔
７　カートリッジ　　　　　　  １０７　カートリッジ
９　尾栓　　　　　　　　　　  １０９　尾栓
１１　内室　　　　　　　　　  １１１　内室
１３　シリンダー　　　　　　  １１３　シリンダー
１５　ガス開口　　　　　　　  １１５　ガス開口
１７　通路　　　　　　　　　  １１７　通路
１９　ピストン　　　　　　　  １１９　ピストン
２１　ポスト　　　　　　　　  １２１　ポスト
２３　円筒形ブロック　　　　  １２３　円筒形ブロック
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２５　シリンダー１３の前端　  １２５　前部シリンダー
２７　軸方向通路　　　　　　  １２７　軸方向通路
２９　平坦要素　　　　　　　  １３１　突起
３１　突起　　　　　　　　　  １３７　プレート
３３　ピン　　　　　　　　　  １４５　ヒンジ装置
３５　開口　　　　　　　　　  １５３　半径方向通路
３７　プレート　　　　　　　  １５９　前部通路
３９　フレーム　　　　　　　  １６０　円錐形ピン
４１　中央開口　　　　　　　  １６１　偏倚ばね
４３　ポスト２１の基底部　　  １６２　排気室
４５　ヒンジ装置　　　　　　  １６４　半径方向排気口
４７　マガジン　　　　　　　  １６６　反発ばね
４９　ステム　　　　　　　　  １６７　締結キャップ
５１　ガイド　　　　　　　　  １７１　外部シールリング
５３　半径方向通路　　　　　  １７２　内部シールリング
５５　ポスト２１の基底部　　  １７７　止め輪
５７　第一の内径部分
５９　第二の内径部分
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(10) JP 3669957 B2 2005.7.13



フロントページの続き

(72)発明者  スカラムッチ　セルジオ
            イタリア国　６１０２０　ガロ　ディ　ペトリアーノ（ペーザロ）　ヴィア　ジョバンニ　ＸＸＩ
            ＩＩ　１４
(72)発明者  ボッカロッサ　マウリツィーオ
            イタリア国　６１０３４　フォッソムブローネ（ペーザロ　―　ウルビノ）　ヴィア　ベッラグア
            ルディア　３０

    審査官  大山　健

(56)参考文献  特公昭５１－００２２３９（ＪＰ，Ｂ１）
              特公昭５１－００２２３８（ＪＰ，Ｂ１）
              米国特許第２１４９５１２（ＵＳ，Ａ）
              特開平０９－２１７９９８（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５０－０１４１９８（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－１８６７９８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              F41A 19/36
              F41A  5/18

(11) JP 3669957 B2 2005.7.13


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

